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令和４年度男鹿市一般会計補正予算（第８号）の概要について 

 

 

（単位：千円） 

 

１ 予算規模 

補  正  額 271,700  

補正後の規模 17,801,600 （当初比 11.2％増） 

前年度１２月補正（１１号）後予算との対比 442,149 （2.5％増） 

 

  補正予算の財源 

特定財源  210,755 

国庫支出金 

県支出金 

 市債 

 その他 

 

112,439 

8,337 

89,100 

879 

 

一般財源 

 国庫支出金 

 普通交付税 

 その他 

 

 

5,205 

47,598 

8,142 

 

60,945 

（参考）財政調整基金現在高  1,979,169 

 

 

 

２ 補正予算の主な内容 

  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、エ

ネルギーや食料品等の物価高騰の影響を受けている子育て世帯や社会福祉施設等を運営

する事業者を支援するための経費をはじめ、消防団員の年額報酬を増額するための経費、

エネルギー価格高騰に伴う公共施設の光熱費、職員の給与改定等による人件費などを計

上した。 
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 Ⅰ 物価高騰対策（生活者支援） 

 

⑴ ○新子育て世帯物価高騰対策応援給付金給付事業 46,353 

  今般の物価高が、特に食料品関連で著しいことを踏まえ、その影響をより大きく

受けている子育て世帯の生活を応援するため給付金を支給する。 

【支給対象者】 

・1,370 世帯 2,250 人（見込） 

 ・下記①及び②に該当する児童を養育し、令和 4 年 10 月 31 日時点で男鹿市に住

民登録がある者 

   ①0 歳から高校生相当（平成 16 年 4 月 2 日以降に生まれた児童） 

   ②新生児（令和 5年 1月 31 日までに生まれた児童） 

【支 給 額】 

 ・児童一人当たり 2 万円 

【スケジュール】 

 ・積極支給（令和 4 年 11 月分児童手当受給者） 

   通知発送 令和 4年 12 月下旬 

   支  給 令和 5年 1月中旬 

 ・申請による支給（上記以外の対象者） 

   通知発送 令和 4年 12 月下旬～令和 5年 1月上旬 

   支  給 令和 5年 2月 28 日まで 

【財 源】 

 ・一般財源 

 ・国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 

 

 

Ⅱ 物価高騰対策（事業者支援） 

 

⑴ ○新障害者支援施設等物価高騰対策事業 3,735 

  エネルギー価格の高騰により、大きな影響を受けている障害者支援施設等に対

し、各サービスの安定的な提供を維持するため、光熱費の一部を県と協調し助成す

る。 

【助成対象】 

・障害者支援施設等（入所施設 4事業所、通所施設 11 事業所） 

【助 成 額】 

・入所施設 定員 1人当たり 9,000 円（239 人） 

・通所施設 定員 1人当たり 4,500 円（352 人） 

【スケジュール】 

 ・通知発送 令和 4 年 12 月下旬 

 ・支給開始 令和 5 年 1 月中旬～ 

【財 源】 

 ・一般財源 

 ・国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 

 ・県補助金（補助率 1/2） 
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⑵ ○新介護保険施設等物価高騰対策事業 11,952 

  エネルギー価格の高騰により、大きな影響を受けている介護保険施設等に対し、

各サービスの安定的な提供を維持するため、光熱費の一部を県と協調し助成する。 

【助成対象】 

・介護保険施設等（入所施設 36 事業所、通所施設 14 事業所） 

【助 成 額】 

・入所施設 定員 1人当たり 9,000 円（1,182 人） 

・通所施設 定員 1人当たり 4,500 円（ 292 人） 

【スケジュール】 

 ・通知発送 令和 4 年 12 月下旬 

 ・支給開始 令和 5 年 1 月中旬～ 

【財 源】 

 ・一般財源 

 ・国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 

 ・県補助金（補助率 1/2） 

 

 

⑶ ○新私立幼稚園等物価高騰対策事業 571 

  エネルギー価格の高騰により、大きな影響を受けている私立教育・保育施設に対

し、光熱費及び給食費の一部を県と協調し助成する。 

① 光熱費価格高騰分 

【助成対象等】 

・私立幼稚園（いづみ幼稚園） 

利用児童 1人当たり 7,100 円（54 人） 

・地域型保育事業所（いづみ幼稚園事業所内保育事業） 

利用児童 1人当たり 7,100 円（11 人） 

 

② 給食費価格高騰分 

【助成対象等】 

・施設型給付等を受けている私立幼稚園（いづみ幼稚園） 

利用児童 1人当たり 2,010 円（54 人） 

【財 源】 

 ・一般財源 

 ・国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 

 ・県補助金（補助率 1/2） 
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Ⅲ 総合計画（重点取組政策）に基づく事業 

 

⑴ ○拡消防団費 15,792 

  本市消防団員の処遇改善を図るため、年額報酬を増額する。 

【実施内容】 

 ・団員１人当たり年額報酬を 36,500 円に増額（条例定数 820 人で積算） 

 ・地方交付税措置算定式基準単価を基に各階級の年額報酬を算定 

 

【財  源】 

  ・一般財源 

 

 

⑵ ○継児童福祉施設整備事業 2,900 

  児童福祉施設整備に係る工事費削減のため、構造計算等の変更設計が必要とな

ることから実施設計業務委託料を増額する。 

【主な変更内容】 

 ・事業期間（実施設計） 

 変更前：令和 4年 4月 25 日～令和 4年 12 月 28 日 

 変更後：令和 4年 4月 25 日～令和 5年 3月下旬予定 

 ・子育て支援室併設、再生可能エネルギー（太陽光パネル）設備、 

2 階テラス（外部）遊具の取り止め 

 ・仕上材の仕様変更等 

【財  源】 

 ・一般財源 

 ・市債 

 

 

No 階 級 人 数 年額報酬額（改正後） 年額報酬額（改正前） 比 較

1 団⾧ 1名 82,500円 63,400円 19,100円

2 副団⾧ 3名 69,000円 49,000円 20,000円

3 分団⾧ 14名 50,500円 33,200円 17,300円

4 副分団⾧ 14名 45,500円 28,700円 16,800円

5 部⾧ 37名 37,000円 19,000円 18,000円

6 班⾧ 94名 37,000円 16,200円 20,800円

7 団員 552名 36,500円 15,000円 21,500円

8 機能別団員 105名 12,100円 5,000円 7,100円

計 820名

年額報酬額（改正後） 年額報酬額（改正前） 比 較

27,899,000円 12,107,800円 15,791,200円

1,604,000円 1,604,000円 −  円

29,503,000円 13,711,800円 15,791,200円

消防団員

小型動力ポンプ機関員等

計

区 分
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Ⅳ ８月の大雨による災害復旧事業 

 

⑴ ○新現年公共土木施設災害復旧事業 18,632 

  男鹿総合運動公園野球場ライト側スタンドの早期復旧に向けた工事を実施す

る。 

【工事等内容】 

・復旧工事 17,032 千円（復旧延長、植生工、フェンス設置工） 

・付帯工事  1,000 千円（園路補修、法面端部すり付け工等） 

・人 件 費   600 千円 

【財  源】 

 ・一般財源 

 ・市債 

 ・国庫支出金（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金、補助率 2/3） 

 

 

Ⅴ 債務負担行為 

 

⑴ ○継児童福祉施設整備事業 1,770,000 

  船越地区への保育所型認定こども園の整備について、令和 5 年 4 月に建設工事

に着手するため、債務負担行為を設定する。 

【スケジュール】 

・令和５年１月 指名委員会 

２月 建設工事仮契約 

 建設工事契約議案提出（３月定例会又は４月臨時会） 

４月 建設工事着手 

 ・令和６年４月 開園予定 

【事業期間】 

 ・令和 5年 4月 1 日～令和 6年 3月 31 日（1年間） 

【限 度 額】 

 ・1,770,000 千円 

 

⑵ ○継ＩＣＴ活用支援業務 10,549 

  小中学校におけるＩＣＴ機器の活用を推進し、学習活動の一層の充実、教育水準

の質の向上を目的にＩＣＴ支援員を配置するため、債務負担行為を設定する。 

【業務内容】 

 ・配置頻度 

  船川第一小学校        週 4 日（県事業対象校、R5 年度まで） 

  男鹿東中学校（又は船越小学校）週 2日 

  その他 6 校          週 1 日 

【事業期間】 

 ・令和 5年 4月 1 日～令和 6年 3月 31 日（1年間） 

【限 度 額】 

 ・10,549 千円 



6 

 

⑶ ○継学校給食運搬業務 13,530 

  共同調理場から給食配送が必要な小学校への給食運搬業務を委託するため、債

務負担行為を設定する。 

【業務内容】 

 ・共同調理場から 3 校への給食運搬及び回収 

   南部共同調理場（男鹿南中学校） ⇔ 船川第一小学校、北陽小学校 

東部共同調理場（男鹿東中学校） ⇔ 脇本第一小学校 

【事業期間】 

・令和 5 年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日（2年間） 

【限 度 額】 

 ・13,530 千円（単年度 6,765 千円） 

 


